
南国市農地整備課

南国市役所本庁舎

527 ha

523 ha

王子中・南
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事業着工へむけて
事業計画の地元説明の開催

本同意の取得
・事業に参加するか意思確認

手続き①

換地計画原案の作成
実施計画(道路､水路の配置 )をもとに、地権者の意見を聞き
ながら、換地委員と換地士（換地の専門家）で換地計画原
案を作成します。

換地計画の決定
・権利者会議において、２/３以上の了承を得なけれ
ば換地処分ができません。

確定測量・換地計画書の作成
換地図や清算金明細を作成

工事の実施　（令和４年度～）

換地計画原案の了承
・全員の了承を得なければ、工事の実施に進めません。

換地処分・登記・清算金の徴収、支払

手続き③

手続き②

地権者

地権者

地権者

了承

了承

受益者代表による事業申請

国営ほ場整備事業のスケジュール
～事業着工までと事業着工から：３つの手続き（同意）～

了承
R2.3

R2.7

・地区境界測量
・区画割設計
・換地設計基準
　評価基準
・換地計画原案
・工事実施設計

～

事業着工 （令和2年11月）
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工
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浜改田西部

R8.2現在

団地名
Ⓟパイプライン

受益面積
(うち
完了分)

繰越
工事

本年度
工事

浜改田西部Ⓟ 51.3 16.9 9.3 12.6 
里改田　　Ⓟ 74.5 

　片山　 65.8 
　稲生           Ⓟ 88.6 
　下島　　   Ⓟ 9.8 9.8 
　久枝　       Ⓟ 7.1 7.1 
　本村 5.5 
　王子中・南 21.4 
　物部 9.3 
　能間 21.5 21.5 
　住吉野 30.1 
　堀ノ内 20.4 3.5 2.6 
　廿枝 52.9 
　北小籠 16.6 
　国分　       Ⓟ 47.7 

計 522.5 58.8 9.3 15.2 

　( ha )
受益面積一覧表(区画整理) 進　捗

登記申請中
登記完了

登記申請中
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